
 

 

【資 料】 

 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

 

 

（報告及び検査） 

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度にお

いて、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の

状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、そ

の運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは

関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。 

 

 

第六十六条 次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算

人は、五十万円以下の過料に処する。 

一 第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

二 第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記

載をして提出したとき。 

三 第二十七条第一項（第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下この号において同じ。）の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第

一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問

に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 


